
生涯学習施設におけるキャッシュレス決済機器の導入に係る個人情報の流れについて
（大久保スポーツプラザ、公園内運動施設）
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【⑤の後の処理】
レシート(施設控え)を
添付した収入伝票を
作成し、収入管理を
行う。
⑧の振込後の消込み
は行わない。

＜指定管理者と決済代行業者との契約関係＞
・財団管理施設
書面で加盟店加入申込みを行うことにより、決済

可能となる。

決済金額振込及び振込明細情報
（日時、金額、場所）の送付

決済情報（日時、金額、
場所）の送付

施設側で利用者の会員番号（クレジッ
トカード番号等）を把握することはでき
ない（日時、金額、クレジットカード名
義のみ）。
レシート（施設控）は、収入伝票と
あわせて鍵付きキャビネットに保管し、保
存年限経過後、廃棄

・クレジットカード決済機は直近3件の再印字が可能だが、カード番号は
「×××」で表示される。
・ICカード決済機の決裁データは90日間保管後、自動削除される。
・決済情報はISOに準拠した暗号化により中継センターに送信。中継セ
ンターとクレジットカード会社はインターネットVPN（インターネット上に暗
号化された専用の通信経路を形成すること）によりセキュリティを確保。

（資料４５－１）


